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目

次

規

則

○
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
九
条
の
二
中｢

の
規
定
及
び｣

を｢(

法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号

に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
条)

及
び｣

に
、｢

法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項｣

を

｢

同
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中｢

前
三
条｣

の
下
に｢(

法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
施

設
の
用
に
供
す
る
た
め
に
地
上
権
を
設
定
す
る
場
合
又
は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
す

る
た
め
に
地
役
権
を
設
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
条)｣

を
加
え
、｢

使
用｣

を｢

使
用
さ
せ
、｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中｢

基
づ
く｣

を｢

よ
る｣

に
、｢

債
権
の
額
に｣

を｢

債
権
の
額｣

に
、｢

次

に｣
を｢

次
の
各
号
に｣

に
改
め
、｢

区
分｣

の
下
に｢

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中｢

財
産
に
つ
い
て
は
、
建
築
費｣

を｢

財
産

建
築
費｣

に
改
め
、｢

製
造

費｣

の
下
に｢
の
額｣

を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
中｢

こ
と
の｣

を｢

こ
と
が｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

立
木
竹
に
つ
い
て
は
、
そ
の｣

を｢

立
木
竹

そ
の｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

権
利
に
つ

い
て
は
、
取
得
価
格｣
を｢

権
利

取
得
価
格｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
財
産

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
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次
に
定
め
る
額

イ

株
式

当
該
株
式
の
発
行
に
際
し
て
株
主
と
な
る
者
が
当
該
株
式
一
株
と
引
換
え
に
株
式
会

社
に
対
し
て
払
込
み
又
は
給
付
を
し
た
財
産
の
額(

当
該
額
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

株
式
会
社
の
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
計
額
を
発
行
済
株
式
の
総
数
で
除
し
て
得
た

額)

に
株
数
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額

ロ

社
債
又
は
地
方
債

社
債
原
簿
又
は
地
方
債
証
券
原
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
当

該
社
債
又
は
当
該
地
方
債
の
金
額

ハ

そ
の
他
の
財
産

額
面
金
額

第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中｢
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
当
該｣

を｢

受
益
権

当
該｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
出
資
に
よ
る
権
利

出
資
金
額

第
二
十
七
条
第
二
項
中｢

公
有
財
産
に
つ
き｣
を｢

公
有
財
産(

土
地
及
び
建
物
を
除
く
。)

に
つ

き｣

に
改
め
、｢

建
物
に
あ
つ
て
は
毎
年
、
そ
の
他
の
公
有
財
産
に
あ
つ
て
は｣

を
削
り
、｢

そ
の
年｣

を｢

、
そ
の
年｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

総
務
部
長
は
、
公
有
財
産(

土
地
及
び
建
物
に
限
る
。)
に
つ
き
、
土
地
に
あ
つ
て
は
三
年
ご
と

に
、
建
物
に
あ
つ
て
は
毎
年
、
そ
の
年
の
九
月
三
十
日
の
現
況
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
こ
れ
を
評
価
し
、
そ
の
評
価
額
に
よ
り
台
帳
価
格
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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